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 議案第６号（条例関係）                       協働参画課（内線：７６１７） 

条

例

名

等 

 

 鳥取県税条例の一部を改正する条例 

 

提 

 

出 

 

理 

 

由 

 

及 

 

び 

 

概 

 

要 

 

１ 提出理由 

寄附金税額控除の対象として新たに１法人を指定する。 

 

２ 概 要 

個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に令和８年１月１日から令和 12 年 12 月 31 日

までの間にＮＰＯ法人えがおサポートに対して支出された寄附金を加える。 

 

３ 施行期日等 

 施行期日は、公布の日とする。 

 

【参考】 

＜今回指定を行う法人の概要＞ 

・名 称 

・主たる事務所の所在地 

・設 立 年 月 日  

・事 業 内 容 

ＮＰＯ法人えがおサポート 

米子市新開六丁目11-16 

平成21年４月15日 

社会貢献事業、助け合い事業、子育て支援事業、次世代育成支援事

業、環境学習事業、環境整備事業、保育事業、指定障害児通所支援

事業 等 

＜認定ＮＰＯ法人及び控除対象ＮＰＯ法人等の相関イメージ＞ 
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鳥取県税条例の一部を改正する条例 

 

鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（寄附金税額控除） 

第24条の４ 略 

２・３ 略 

４ 法第37条の２第１項第４号の条例で定める住民

の福祉の増進に寄与する寄附金は、同号に規定す

る寄附金のうち、次の表に掲げる法人に対する同

表の右欄に定める期間内に支出された寄附金（特

別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるも

のを除く。）とする。 

名称 主たる事務所

の所在地 

期間 

 略 

特定非営利

活動法人未

来 

倉吉市東仲町

2571 

令和３年11月１

日から令和８年

10月31日まで 

ＮＰＯ法人

え が お サ

ポート 

米子市新開六

丁目11－16 

令和８年１月１

日から令和12年

12月31日まで 

５ 略 

（寄附金税額控除） 

第24条の４ 略 

２・３ 略 

４ 法第37条の２第１項第４号の条例で定める住民

の福祉の増進に寄与する寄附金は、同号に規定す

る寄附金のうち、次の表に掲げる法人に対する同

表の右欄に定める期間内に支出された寄附金（特

別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるも

のを除く。）とする。 

名称 主たる事務所

の所在地 

期間 

 略 

特定非営利

活動法人未

来 

倉吉市東仲町

2571 

令和３年11月１

日から令和８年

10月31日まで 

   

５ 略 

  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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